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官民合同の建設現場安全パトロールを実施
労基署と建災防分会による合同パトロール

　年末年始労働災害防止強調期間中に県内の各労働基準監督署と建災防各分会との合同パト
ロールを展開しました。この合同パトロールには各労働基準監督署とも署長はじめ安全衛生担
当官等が参加され、建災防安全指導者と共に建設現場の安全管理状況を確認し、労働災害防止
対策の徹底を呼びかけました。

労働基準監督署と各分会の合同パトロール出発式

安全OK！

八重山労働基準監督署管内
（八重山分会）

宮古労働基準監督署管内
（宮古分会）

北部労働基準監督署管内
（北部分会）

沖縄労働基準監督署管内
（中部分会）

那覇労働基準監督署管内
（那覇分会、南部分会、浦添・西原分会）
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　厚生労働省は、令和４年12月23日に令和４年度安全優良職長厚生労働大臣顕彰の受賞者
114名の決定を発表いたしました。
　沖縄県からは、高い安全意識を持ち適切な安全活動を継続してこられた目取真興冶さん（有
限会社ユイ塗装工業）が受賞されました。
　この制度は、労働災害による休業４日以上の被災者数が約14万人を超える（令和３年）中、高
い安全意識を持って適切な安全指導を実践してきた優秀な職長を顕彰することにより、その職
長を中心とした事業場や地域における安全活動の活性化を図ることを目的に実施しています。
平成10年度から始まり、今回で25回目となります。
　なお、例年、厚生労働省で開催されている顕彰式典は新型コロナウイルス感染拡大防止対策
の観点から昨年度に引き続き今年度も中止となりました。

【顕彰基準】
顕彰は、原則として次に掲げるすべての事項に該当する者について行われます。

⑴ 職長等としての実務経験が10年以上であり、現在も当該職務に就いていること。
⑵ 職長等として担当した現場又は部署において、顕彰年度の９月30日から遡って過去５年以上、

休業４日以上の災害が発生していないこと。
⑶ 職務に必要な資格（免許、技能講習及び特別教育）を有するとともに、能力向上教育等の各種

安全衛生教育を十分に受講し、安全管理、作業指揮等の能力が優秀であると認められている
こと。

⑷ 安全管理に関する部下の指導教育又は安全管理に関する知識・技能の普及や継承について積
極的に活動していること。

目取真興冶さん（有限会社ユイ塗装工業）
安全優良職長 厚生労働大臣顕彰を受賞
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令和4年死亡災害発生状況（累計【2月速報値】）
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令和5年度

建災防支部大会における安全表彰受賞者の推薦について
　令和5年度における支部表彰規程に基づく表彰につきましては、来る6月14日（水）パシフィッ
クホテル沖縄において開催する「建設業労働災害防止大会」の席上で表彰することとしてお
ります。
　ご多忙のところ誠に恐縮ではございますが、表彰規程に充分ご留意の上、4月7日（金）まで
に各分会へ候補者をご推薦下さいますようお願い申し上げます。
　尚、この表彰候補者の中から本部表彰受賞候補者の選出も致します。
《推薦書の提出先》

■那覇分会 〒 902-0073　那覇市上間 261-1（一日橋ハイツ 1 階） TEL 098-832-6981

■南部分会 〒 901-0205　豊見城市根差部 727（エクセルビル 303） TEL 098-894-6421

■浦添・西原分会 〒 901-2131　浦添市牧港 5-6-8（建設会館 4 階） TEL 098-876-7967

■中部分会 〒 904-2143　沖縄市知花 5-37-12 TEL 098-938-6251

■北部分会 〒 905-0005　名護市字為又 1219-164 TEL 0980-52-3019

■宮古分会 〒 906-0013　宮古島市平良字下里 1199-12 TEL 0980-72-9163

■八重山分会 〒 907-0024　石垣市字新川 2462-1 TEL 0980-82-5351

※表彰規程及び推薦書様式は下記及び建災防沖縄県支部のホームページに掲載しております。
　なお、会報誌の推薦書をご利用の場合は A4 サイズにコピーして下さい。
※お問合せ先：建設業労働災害防止協会沖縄県支部 事務局（Tel 098-876-5273）

表彰規程
第１条　この表彰規程は、建災防本部の表彰規程に

基づいて、策定したものである。

第２条　この表彰は、建設業における労働災害の防
止に著しく貢献した会社、建設工事現場、団
体及び個人について、支部長が表彰状と副賞
を授与して行う。

第３条　表彰の種類は、次のとおりとする。
① 安全栄誉賞
② 優良賞
③ 功労賞
④ 功績賞
⑤ 善行賞
⑥ 考案・発明賞

第４条　受賞者の推薦は次の事項を基に、各分会長
が推薦する。
１．受賞者の推薦は、原則として所属する会

員の中から当該分会長が行う。
２．他の分会員が施工する工事現場を推薦す

る場合は、その所属する分会と調整の上推
薦することができる。

３．優良賞（工事現場を対象とする場合）の
推薦は１社１件とする。

４．共同企業体（JV）の場合は、その代表の
事業場のみとする。

５．個人表彰の推薦は１社１件に限定する。
６．当支部会員以外は推薦しないこと。
７．推薦する場合は、別紙様式１－（1）、１

－（2）、１－（3）、別紙様式２によること
とする。

第５条　安全栄誉賞は、次の各号のすべてに該当す
る者を表彰する。
１．企業又は団体において、10 年以上に亘た

り労働安全衛生の推進向上に尽力し、その
業績が極めて顕著で、他の模範と認められ
る者。

２．原則として、支部長表彰の功労賞等を受
賞した者。

第６条　優良賞は、会社、工事現場及び団体等を対
象にし、次に該当するものを表彰する。
１．会社を対象とする場合は、次の事項のす

べてに該当するもの。

5

建災防おきなわ　No.141



⑴　安全衛生管理組織が合理的に整備され、
有効に運営されていること。

⑵　労使が安全衛生活動について、積極的
に協力していること。

⑶　表彰する年の４月１日の直前１年間の
営業年における完成工事高が 100 億円未
満であって、次表の年間完成工事高に応
じるそれぞれの期間において無災害であ
ること。

年間完成工事高 無災害である期間
～５億円未満 ５年

５～ 10 億円未満 ４年
10 ～ 50 億円未満 ３年

50 ～ 100 億円未満 ２年

２．工事現場を対象とする場合は、次の事項
のすべてに該当するもの。
⑴　安全衛生管理組織が合理的に整備され、

有効に運営されていること。
⑵　労使が安全衛生活動について、積極的

に協力していること。
⑶　前年４月１日から表彰する年の３月末

日までの間において完成した請負金額が
25,000,000 円以上の建設工事であって、
全工期無災害であること。

⑷　工期日数が 100 日以上の工事現場であ
ること。

３．団体を対象とする場合は、次の事項のす
べてに該当するもの。
⑴　当該団体における組織が確立され、か

つ、10 年以上に亘たり、安全衛生活動が
積極的に行われていること。

⑵　当該団体において、労働災害防止計画
が具体的に樹立され、その実施状況が特
に良好であること。

⑶　当該団体に加入している事業場におい
て、過去３年間に死亡災害又は重大災害
がなかったこと。

第７条　功労賞は、次の各号のすべてに該当する者
を表彰する。
１．10 年以上に亘たり、建設業における安全

衛生活動に尽力し、安全衛生水準の向上発
展に著しい功労があった者。

２．原則として、支部長表彰の功績賞を受賞
した者。

第８条　功績賞は、次のいずれかに該当する者を表
彰する。
１．委員会委員等
　　５年以上、支部委員会委員等として、委

員会等運営を通じて安全衛生活動を活発に
実践した者であって、地域又は関係事業場
の安全衛生水準の向上に貢献した者。

２．安全衛生推進者等

　　５年以上に亘たり、所属事業場の建設工
事現場等において、安全衛生関係の業務に
従事した者であって、当該事業場の安全衛
生水準の向上に貢献した者。

３．所長
　　次の事項のすべてに該当するもの。

⑴　建設工事現場の所長としての経歴が５
年以上の者であって、工事現場の安全衛
生水準の向上に貢献した者。

⑵　所長として管理した建設工事現場（優
良賞の対象を含む）において、過去３年
間以上無災害であること。

４．職長
　　次の事項のすべてに該当するもの。

⑴　作業の実務について作業員の直接指導
監督に当たる者。

⑵　建設工事現場の職長として経歴が 10 年
以上の者であって、工事現場の安全衛生
水準の向上に貢献した者。

⑶　本人の担当した建設工事現場において、
過去３年以上無災害であること。

第９条　善行賞は、次の事項に該当する者を表彰する。
　作業現場における異常事態の発生に際し、適
切な措置により人命を救助した者又は救助に参
加した者。

第10条　考案・発明賞は、次の事項に該当した者を
表彰する。

　建設業における労働災害の防止に関し、著し
く効果のある考案若しくは発明をした者又はそ
れに参加した者。

第11条　この表彰は、各分会から推薦したものを安
全衛生表彰委員会において決定した者を、支
部長が表彰する。

第12条　支部長は、特に必要と認める場合には、前
条に定める以外のものを安全衛生表彰委員会
の諮問を経て表彰することができる。

第13条　建設業における労働災害の防止に貢献した
ことにより、労働局長が表彰した者に対して
は、この規程による表彰は行わない。

第14条　前条に掲げる受賞者に対しては、当該年度
において支部長が表彰する。

附　則
１．この改正した規程は、平成 17 年度の表彰から適

用する。
２．その他必要とする表彰規程については、本部の

規程に準ずるものとする。
３．昭和 50 年２月７日に制定した、表彰基準は、上

記１の適用を受けてこれを廃止する。
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建災防沖縄県支部

別紙様式１－

令和 年度

安全衛生表彰候補者推薦書

優良賞【対象 工事 場 】

ふりがな

工事 場名

場 理

名

場所在地

工 期

（ 期） （ 期）

成

令和 年 令和 年 【 間】

千円

ふりがな

者 名

会 社 名

会社所在地

電 話 番 号

担 当 者 名

推 薦 理 由

に け

表彰の種類

無災害 間

間

（ ）「工事 場名」は、特に正式の呼称を用いて正確に記載し、名称の固有の部分に「ふりがな」をつけること。

（ ）「工期」欄の 期 は、無災害工事の 番 工し 工事の まり を記 し、 期 は、 番 工事を

を記 する。ま 、「（ 間）」には、こ ら期間に 合 工事の の合 を記 すること。

（ ）「推薦理由」が欄内に納まらない場合、その他参考資料がある場合には、別添とすること。

5

建災防沖縄県支部

別紙様式１－(１)

令和 4 年度

安全衛生表彰候補者推薦書

優良賞【対象: 会 社 】

（ふりがな）

会  社  名

所  在  地

電 話 番 号

担 当 者 名

年間完成工事高 千円
建設業許可

の  種  類
大臣 ・ 知事

無災害の期間                       年間（※工事経歴を添付すること）

推 薦 理 由

（1）会社名は、特に正式の呼称を用いて正確に記載し、名称の固有の部分に「ふりがな」をつけること。

（2）「推薦理由」が欄内に納まらない場合、その他参考資料がある場合は、別添とすること。

5
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建災防沖縄県支部

別紙様式

令和 4 年度

安全衛生表彰候補者推薦書

賞   賞   賞   考 、 賞
賞対象の 分 会 安全衛生推 者 所

                   ※ 経歴 書を添付して い。

(ふりがな)

      名

生 年 年        

所 会社名
経

年    
       年

会社所在地

電 話 番 号

担 当 者 名

経      歴

に な

資 種

安全衛生

の 歴

推 薦 理 由

に け

表 彰の種類

（1）表彰 分を表す 賞 、 は、 賞対象の 分の 所は、 当しないそ の部分を すること。

（2） 名 は、特に正式の呼称を用いて正確に記載し、名称の固有の部分に ふりがな をつけること。

（3） 経歴 欄には、 として建設業 の経歴を 書 に記載すること。

（4） 推薦理由 が欄内に納まらない場合、その他参考資料がある場合には、別添とすること。

（5） 経歴 書を添付すること。

5

建災防沖縄県支部

別紙様式１－( )

令和 4 年度

安全衛生表彰候補者推薦書

優良賞【対象: 】

（ふりがな）

    名

（ふりがな）

表者 名

所  在  地

電 話 番 号

担 当 者 名

  成  

推 薦 理 由

に け

表 彰 の 種 類

（1） 名 は、特に正式の呼称を用いて正確に記載し、名称の固有の部分に ふりがな をつけること。

（2） 成 欄には、 なる 事業所の名称、業種 者 を記 すること。

（3） 推薦理由 が欄内に納まらない場合、その他参考資料がある場合には、別添とすること。
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■ 安全管理士は安全のプロフェッショナルです。土木、建築工事等の様々な現場に直接お伺い
して安全パトロールを実施し、適切な指導・アドバイスを行います。

■ 安全パトロールは国からの支援により実施しますので、現場までの交通費（航空賃も含みま
す）、安全パトロール等に掛かる経費はすべて無料となります。

■ 安全パトロール結果を外部に公表することはありません。

　労働災害防止団体法により、労働災害防止協会には、労働災害防止に関する技術的な
指導、援助をする者として「安全管理士」、「衛生管理士」を置かなくてならないとされています。

（労働災害防止団体法第 12 条、第 13 条第 3 項、第 36 条第 4 項）

● お問い合わせは、建災防沖縄県支部事務局までご連絡ください。
● 安全管理士の日程等の都合によりご希望に添えない場合がありますが、
　 ご了承ください。

（写真は建災防本部HPから転載）

安全水準向上のため
安全管理士（建災防本部所属）による
　　安全パトロールを無料で実施することができます。

安全管理士とは

無 料
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メール配信のご登録
よろしくお願いします。
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建・災・防・日・誌 令和４年11月～令和５年１月

11月

12月

１月

1日～  2日

8日～  9日

8日～10日

11日

15日～17日

16日

17日～18日

18日

22日

22日

25日

25日

29日～12月1日

30日～12月2日

1日

2日

6日

7日

6日～8日

7日～8日

9日

10日

12日

13日

15日

20日～ 21日

23日

12日～13日

17日～18日

20日

23日

27日

31日～2月2日

不整地運搬車運転技能講習 建設業安全衛生技術センター

石綿作業主任者技能講習 沖縄建設労働者研修福祉センター

車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転技能講習 八重山建設会館

足場点検実務者研修 建設業安全衛生技術センター

車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転技能講習 宮古建設会館

浦添・西原分会安全パトロール 浦添・西原地区

足場の組立て等作業主任者技能講習 建設業安全衛生技術センター

建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育(琉球開発㈱) 沖縄市農民研修センター

【中止】フルハーネス型安全帯使用作業特別教育 八重山建設会館

令和4年度安全指導者研修会 パシフックホテル

車両系建設機械（解体用）運転技能講習 建設業安全衛生技術センター

フルハーネス型安全帯使用作業特別教育 宮古建設会館

車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転技能講習 宮古建設会館

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 沖縄建設労働者研修福祉センター

宮古分会 官民合同パトロール 宮古監督署管内

北部分会 官民合同パトロール 名護監督署管内

フルハーネス型安全帯使用作業特別教育 建設業安全衛生技術センター

那覇、南部、浦添・西原分会 官民合同パトロール 那覇監督署管内

地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 建設業安全衛生技術センター

小型車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転特別教育 建設業安全衛生技術センター

中部分会 官民合同パトロール 沖縄監督署管内

八重山分会 官民合同パトロール 八重山監督署管内

建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育(㈲良和組) 本部町建設現場

現場管理者統括管理講習 建設業安全衛生技術センター

【臨時】石綿取扱い作業従事者特別教育 建設業安全衛生技術センター

【臨時】石綿作業主任者技能講習 沖縄建設労働者研修福祉センター

建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育(テックサービス㈱・㈱基土木) 沖縄市農民研修センター

小型車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転特別教育 建設業安全衛生技術センター

職長・安全衛生責任者教育 建設業安全衛生技術センター

車両系建設機械（解体用）運転技能講習 宮古建設会館

【臨時】フルハーネス型安全帯使用作業特別教育 建設業安全衛生技術センター

車両系建設機械（解体用）運転技能講習 八重山建設会館

車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転技能講習 建設業安全衛生技術センター
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